
精神障害者福祉手帳所持者が利用できる市町村単独の福祉サービス事業

令和3年10月1日現在

1級 2級 3級 電話番号

鹿嶋市 交通
鹿嶋市重度心身障害者
（児）福祉タクシー利用料金
助成事業

○ × ×
社会参加に要する交通費の助成。タクシーの初乗り料金（年24回
分）。自動車税の減免を行っていない市内居住者。

生活福祉課 0299-82-2911

鹿嶋市 交通
鹿嶋市デマンド型乗合いタ
クシーの運賃割引き

○ ○ ○
完全予約制の乗合いタクシー。市内を鹿島・大野区域に分け，同一
区域内での乗降なら500円/人，２つの区域で乗降なら1,000円/人（1
乗車当たり）。手帳所持者は半額（１級は介助者も１名半額）。

政策秘書課 0299-82-2911

潮来市 減免
前川市民プール利用料免
除

○ ○ ○
市内居住者に限る。
付添いの必要な方は付添いの方（1名）も免除。

前川市民プー
ル

0299-66-7511

潮来市 減免 潮来ヘルスランドさくら ○ ○ ○
市内居住者に限る。
付添いの必要な方は付き添いの方（1名）を含め，全額を免除する。

潮来ヘルスラ
ンドさくら

0299-64-5858

神栖市 交通 路線バス無料パス券交付 ○ ○ ○
銚子駅～鹿島神宮駅までの間路線バスを利用する際，パス（要申
請）を提示すると料金が無料。

社会福祉課 0299-90-1138

神栖市 交通 福祉タクシー利用料の助成 ○ × ×
医療機関への通院等でタクシーを利用する際，料金の一部を助成。
市内に住民登録のある者に限り，月4枚を支給する（要申請）。

障がい福祉
課

0299-90-1137

神栖市 助成
精神障害者福祉手帳取得
経費補助

○ ○ ○
精神手帳を取得する際に必要な経費（診断書料，写真代等）を3,000
円まで補助する。
市内に住民登録のある者本人に限る。

障がい福祉
課

0299-90-1137

神栖市 減免
温浴施設（ゆらら，ゆーぽー
とはさき）入浴料免除

○ ○ × 温浴施設（ゆらら，ゆーぽーとはさき）の利用料を全額免除する。 商工観光課 0299-90-1217

問い合わせ窓口
市町村名 種別 事業名

手帳等級
事業内容



精神障害者福祉手帳所持者が利用できる市町村単独の福祉サービス事業

令和3年10月1日現在

1級 2級 3級 電話番号

問い合わせ窓口
市町村名 種別 事業名

手帳等級
事業内容

神栖市 減免 運動施設利用料免除 ○ ○ ×
市の管理する運動施設（体育館，サッカー場，野球場，屋内プール
等）の利用料を全額免除する。

文化スポーツ
課

0299-77-7529

行方市 交通
デマンド型コミュニティバス
乗合タクシー利用料減免

○ ○ ○
デマンド型コミュニティバス利用料の一部減免（市内居住者のみ）。
利用料：500円→200円

社会福祉協
議会

0299-36-2020

行方市 交通 障害者福祉タクシー券給付 ○ ○ ×
初乗り相当分助成（年間54回限度に助成券を交付）。
利用者・タクシー業者ともに市内限定とする。

社会福祉課
障害福祉G

0299-55-0111

行方市 減免
霞ヶ浦ふれあいランド
入館料減免

○ ○ ○ 霞ヶ浦ふれあいランド(虹の塔）入館料の全額減免（本人・付添１名） ふれあいランド0299-55-3927

行方市 減免 北浦荘利用料減免 ○ ○ ○
北浦荘利用料の一部減免
※下記の利用料は，一般のもの。
個室利用：700円→500円，入浴のみ：420円→210円

北浦温泉
北浦荘

0291-35-2821

行方市 減免
高須崎交流センター利用料
減免

○ ○ ○ 高須崎交流センター利用料の減免または免除。
道路維持課
維持・施設G

0299-55-0111

行方市 その他 給食サービスの提供 ○ ○ ○
給食サービスの提供　　利用料：1食あたり150円
市内に居住し適切な食事の提供の供与が困難と認められる者。
要登録。

社会福祉協
議会

0299-36-2020

鉾田市 減免 ほっとパーク鉾田 ○ ○ ○ 入場料半額。 健康増進課 0291-33-2111

鉾田市 減免
鉾田市老人福祉センターと
もえ荘

○ ○ ○ 利用料半額。
鉾田市社会
福祉協議会

0291-32-5831


